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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主・取引先・消費者などの社内外のステークホルダーに対し、経営の透明性を高めることを前提として、以下の方針によりコーポレート・
ガバナンスの充実に向け努めてまいります。

（1）経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定

（2）業績向上のための各事業部門への監督強化

（3）円滑な業務執行機能の確保

（4）コンプライアンスの徹底

（5）リスクマネジメントの強化

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④】

当社は、現在、インターネット等による議決権の電子行使を可能とするための環境をご提供しております。一方、招集通知の英訳については実施
しておりません。今後につきましては、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえて検討してまいります。

【補充原則４－１③】

当社では、現時点において、最高経営責任者である社長の後継者計画を定めておりません。今後、経営課題・経営環境の変化に応じて検討して
まいります。

【補充原則４－２①】

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する、基本報酬、退職慰労金（2020年6月23日開催の株主総
会において制度廃止に伴う打切り支給を決議済み）、譲渡制限付株式報酬からなる報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定には役割と責務を
踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。このうち、取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、毎月一定の時期に支
払う固定報酬とし、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で役位、職責、在任年数に応じて他
社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して個人別の報酬額を決定するものとしております。

【補充原則４－１０①】

当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役2名を含む7名の取締役が選任されております。独立社外取締役が取締役会の過半数に
達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬をはじめとする重要な事項に関する検討に当たっては、取締役会において、ジェンダー等
の多様性やスキルの観点を含め、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ておりますため、現時点では、取締役会の下に独立社外取締役を主
要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置するなどの必要性は低いと考えております。

【原則４－１１】（取締役会の実効性確保のための前提条件）

当社の取締役会は、当社業務に関する豊富な経験と知識を有する社内取締役と企業経営、税財務会計、法律その他の専門分野のいずれかにお
いて当社に資する豊富な経験と知識を有する社外取締役で構成されておりますが、ジェンダーや国際性、職歴、年齢といった多様性確保について
も、引き続き検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】（政策保有株式）

当社は、中長期的な企業価値向上を目的とした安定的な取引関係の維持・強化に有効であると判断する企業の株式を保有する場合があります。
このとき、直近事業年度末の状況に照らし、保有の合理性が低いと考えられる保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減していく基本
方針のもと、取締役会で個別の保有株式について、保有の合理性を検証し、保有継続の可否および保有株式数を見直します。なお、保有の合理
性の検証の際は、直近事業年度末において発行会社が当社利益に寄与した金額が前年度と比較して概ね維持または強化されていることをもって
合理性を有するとみなします。

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、以上の検証方法に基づく審議を行い、その結果、当社が保有する政策保有株式について保有
継続することとしました。

また、保有株式の議決権行使については、発行会社の経営方針を尊重したうえで、当社の企業価値向上に資するか否かなどを総合的に勘案し、
議案への賛否を判断します。なお、発行会社において、業績の著しい悪化が一定期間継続している場合、重大な不祥事が発生している場合など
には、会社提案議案に賛成するか否かの判断を慎重に行います。



【原則１－７】（関連当事者間の取引）

当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、事前に取締役会の承認を要し、事後においても重要な事実を取締役会に報告することと
しています。また、議決権の１０％以上を保有する主要株主と取引を行う場合は、その規模や重要性に応じて取締役会の承認を要することとして
います。なお、毎年４月に取締役とその近親者と当社との取引の有無に関する調査を行っています。

【補充原則２－４①】

当社では、新たな成長を実現する上で、取締役会や経営陣を支える中核人材においても多様な視点や価値観を備えることが求められることを認
識し、採用や管理職への登用の機会を活かしていく考え方に基づき、中期的に管理職の女性割合を15％以上（2024年3月末時点で10.2％）とする
ことに取組んでまいります。また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材育成方針と社内環境整備方針ならびにその指標及び目標を有価証
券報告書「第2　事業の状況　サステナビリティに関する考え方及び取組」に記載しております。

https://www.dmsjp.co.jp/ir/library/securities_report/

※「中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方」

外国人・中途採用者の管理職への登用ついては、現時点において構成比率が小さいことから、自主的かつ測定可能な目標を設定しておりませ
ん。

【原則２－６】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は、確定給付企業年金の積立金の運用に当たっては、適正かつ安定的に機能させるための規約を定め、当該規約に基づいて運用を行って
います。具体的には、積立金の運用に関する基本方針を定め、当該方針に定められた資産構成割合に基づいて最適な運用受託機関に資産運用
を委託しております。また、社内の運用管理担当部署である経理部が積立金の運用結果を定期的に取得し、運用受託機関に対する評価をしてい
ます。

【原則３－１】（情報開示の充実）

当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現する観点
から、次の事項について主体的な情報発信を行います。

(ⅰ)当社は、「『株主には利益還元で奉仕を』『顧客にはニーズにあった質のよいサービスを』『社員には幸せで豊かなくらしを』『社会には貢献を』
提供していく」ことを企業理念として掲げ、相互信頼・相互扶助の精神を尊重し、夢と感性に満ちた企業組織体を目指しています。また、経営戦略、
中期経営計画、ビジョンについて適宜の決算説明資料等で開示します。

(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書Ⅰ.1に記載しています。また、主要な項目についての基本方針を当社ホーム
ページに記載しております。

(ⅲ)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法を有価証券報告書に記載しております。

(ⅳ)取締役会が取締役候補及び執行役員の選定・解職を行うに当たっては、次の基準に基づき、取締役会にて所定の手続きを行っております。

＜社内取締役選定基準＞

・優れた人格と見識を有し、当社業務に関する豊富な経験と知識を有すること

・経営環境及び経営理念等を踏まえ、企業価値の持続的な向上に資する戦略・計画等について有益な提案・執行を行うことができること

・企業活動全般において改善の努力を継続することができること

＜社外取締役選定基準＞

・優れた人格と見識を有し、企業経営、税財務会計、法律その他の専門分野のいずれかにおいて当社に資する豊富な経験と知識を有すること

・適切なリスク管理に基づく監督機能を果たすとともに企業価値の持続的な向上への貢献が期待できること

＜執行役員選定基準＞

・当社業務に関する豊富な経験と知識及び高度な業務執行能力を有すること

・企業価値の向上に資する建設的な検討への貢献が期待できること

＜解任基準＞

次の基準のうち一つでも該当した場合、解任・解職の対象となります。

・反社会的勢力又はそれに準ずるものとの関係が認められたとき

・法令もしくは定款その他当社規程に違反し、当社に重大な損失や業務上の支障を生じさせたことが明白であるとき

・職務執行に著しい支障が生じたとき

・選任基準に満たないことが明白となったとき

(ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて取締役候補の選定・解職を行う際の、個々の説明については、株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則３－１③】

当社は、サステナビリティについての取組み（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標）を有価証券報告書「第2　事業の状況　サステナビリ
ティに関する考え方及び取組」に記載しております。

https://www.dmsjp.co.jp/ir/library/securities_report/

【補充原則４－１①】

取締役会は、「取締役会規程」に基づき、経営基本方針・経営計画をはじめ、株主総会に関する事項、決算に関する事項、役員に関する事項、資
産・資金に関する事項等の決議すべき主な事項を定めております。その他の事項につきましては、「権限移譲規程」等に基づき、経営陣に決定権
限を委譲する体制を設けております。

【原則４－９】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社は、社外取締役候補者の選定にあたり、東京証券取引所が定める独立性基準、当該候補者の経歴及び当社との関係を踏まえて、当社経営
陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

【原則４－１１①】

当社の取締役会は、定款で定めた規模の範囲において、性別を問わず、それぞれの取締役が当社業務に関する知識・経験・能力や各分野にお
ける専門的な知見と幅広い見識を有することにより全体としてのバランスと多様性を保持し、企業価値の持続的な向上に有効となるよう構成する
こととしております。その際、独立社外取締役には、他社での役員としての経営経験を有する者を含めております。なお、当社の経営戦略に照らし
て備えるべきスキルを特定し各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを本報告書の最終ページに記載しております。

【補充原則４－１１②】

社外取締役の候補者選定にあたっては、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保する観点から兼任状況を考慮してい
ます。なお、取締役の兼任状況については、定時株主総会招集通知及び有価証券報告書により毎年開示しております。

【補充原則４－１１③】

2023年度における当社の取締役会は予め定めたスケジュールに基づき13回及び臨時に5回開催されました。また、2024年7月開催の取締役会に



おいて、取締役の構成・バランス、運営状況、経営戦略・計画についての議論、取締役会規程に基づく審議事項の適正性、社外取締役への情報
提供や支援体制等の観点から審議を行った結果、取締役会全体の実効性が確保されていると判断しております。今後も継続して取締役会の実効
性評価を実施してまいります。

【補充原則４－１４②】

当社では、取締役選任基準に基づき優れた人格と見識並びに各分野における豊富な経験と知識を有するものを選任したうえで、個々の必要性に
応じた研修・オリエンテーション等により、役員としての役割・責務及び当社の事業環境等に対する知識の継続的な更新を支援しています。

【原則５－１】（株主との建設的な対話に関する方針）

当社は、株主からの対話の申し込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、次の体制・方針により、合理
的な範囲で前向きに対応してまいります。

(ⅰ)取締役執行役員管理本部長を中心として株主との建設的な対話の実現を目指す。

(ⅱ)経営企画室(IR担当)及び総務部、経理部が連携して対話を補助する。

(ⅲ)個別面談をはじめホームページや説明会等の手段により対話の充実を図る。

(ⅳ)対話によって得られた株主の声を要約・分析のうえ取締役会に報告する。

(ⅴ)原則として四半期毎の決算期日の翌日から決算公表日までの期間を沈黙期間とし、決算に関する質問への回答やコメントは行わないものと
する。また、「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」を定め、これを遵守する。

【原則５－２】（経営戦略や経営計画の策定・公表）

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】　【アップデート日付：2024/05/15】

当社は、2024年5月15 日開催の取締役会において、 中長期的な企業価値向上に向けた資本政策および株主還元について決議し、同日に「中期

経営計画の修正および資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応並びに剰余金の配当（増配）に関するお知らせ」として適時開示する
他、2024年3月期決算説明資料に記載しております。

https://www.dmsjp.co.jp/news/ir/

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

山本　克彦 1,143,689 15.74

光通信株式会社 357,400 4.92

山本　百合子 285,216 3.92

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 273,000 3.75

TOPPANホールディングス株式会社 250,000 3.44

株式会社みずほ銀行 242,000 3.33

内藤　征吾 210,300 2.89

日本証券金融株式会社 204,500 2.81

上田八木短資株式会社 172,000 2.36

株式会社三井住友銀行 110,000 1.51

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 サービス業



直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

梶谷篤 弁護士

柿尾正之 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

梶谷篤 ○ ○ ―――

＜選任理由＞

同氏は、他社における社外監査役としての活
動および弁護士として活動に基づく専門的な知
識と幅広い見識を有しており、当社の経営全般
に助言・指導をいただけるため選任しておりま
す。

＜独立役員指定理由＞

上記の理由のほか、「企業行動規範に関する

規則」第７条に規定される一般株主と利益相反

が生じるおそれのない社外取締役であり、同氏
の承諾と取締役会の承認を得たため、指定し
ております。

柿尾正之 ○ ○ ―――

＜選任理由＞

同氏は、他社における社外取締役としての活
動に基づく経営全般にわたる高度な知見と幅
広い見識を有しており、当社の経営全般に助
言・指導をいただけるため選任しております。

＜独立役員指定理由＞

上記の理由のほか、「企業行動規範に関する

規則」第７条に規定される一般株主と利益相反

が生じるおそれのない社外取締役であり、同氏
の承諾と取締役会の承認を得たため、指定し
ております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する組織を監査室とし、監査室に関する人事異動、組織変更等の最終決定は監査等委員会の同意を得るものとして
おります。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査間で
の監査結果の報告、意見交換、監査立会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし



【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

・譲渡制限付株式報酬制度

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）と株主の皆様との一層の価値共有を従来以上に高めることを目的に譲渡制限付株式報酬制度
を導入することとしており、2020年６月23日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬に関する総額の限度額を年額１億円とする決議を
いただいております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

第65期（2023年4月1日～2024年3月31日）事業年度における取締役の役員報酬は以下のとおりであります。

取締役（監査等委員および社外取締役を除く） 報酬等の総額 114,302千円（固定報酬 114,302千円）

※上記のうち非金銭報酬等　33,542千円

取締役（社外取締役を除く監査等委員）　報酬等の総額 4,920千円（固定報酬 4,920千円）

社外役員　報酬等の総額 3,660千円（固定報酬 3,660千円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員の報酬は、2015年6月25日開催の定時株主総会において決議された限度額（監査等委員でない取締役は年額3億円、監査等委員で
ある取締役は年額20百万円）以内で支給することとしております。当社は取締役を15名以内とし、そのうち監査等委員である取締役を5名以内とす
る旨を定款に定めております。2024年6月21日現在の取締役は監査等委員でない取締役4名、監査等委員である取締役3名であります。

また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）と株主の皆様との一層の価値共有を従来以上に高めることを目的に譲渡制限付株式報
酬制度を導入することとしており、2020年6月23日開催の定時株主総会において譲渡制限付株式報酬に関する総額の限度額を年間1億円とする
決議をいただいております。



ａ．基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定には

　役割と責務を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬、退職慰労金および

　非金銭報酬から構成されます。

ｂ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を

　考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

ｃ．退職慰労金

　当社の取締役の退職慰労金は、取締役の退任時に支払う金銭報酬とし、役員退職金支給内規に基づき、退任する取締役の役位、在任年数に

　応じて取締役の個人別の報酬額を決定するものとしております。

　（注）当社は、2020年6月23日開催の第61期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をすることを決議しております。

ｄ．非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役会が株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で役位、職責、在任年数に

　応じて譲渡制限付株式の割当対象者、割当数、払込期日を決定するものとしております。

ｅ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　イ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容

　　　について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の報酬の具体的額の決定としております。この権限を委任した理由は、当社

　　　全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

　ロ．当社の監査等委員である取締役の報酬額については株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議に

　　　より決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役のサポート体制といたしまして、常勤監査等委員である取締役ならびに必要に応じて監査室がサポートしております。

なお、取締役会の開催に際し、社外取締役への資料の事前配布および事前説明を常勤監査等委員である取締役ならびに必要に応じて経営企画
室が行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間（最近事業年度の末日からさかのぼって１か年）における実施状況

(1) 取締役会は、定時取締役会については13回、臨時取締役会については5回開催し、経営の基本方針およびその他重要事項を決定いたしまし

た。また、監査等委員会と監査室が連携して業務監査を12回実施いたしました。

(2) コンプライアンスを、ＣＳＲ（企業の社会的責任）推進の根幹を成す重要課題と捉え、経営企画室においてその機能を実質的に強化し、各種法

令施行に伴う関係業務への影響と対応、取引先との契約事項の検討、機密保持施策の企画・立案を実施しております。

(3) 個人情報保護については、個人情報保護委員会を4回開催し、組織的・物理的・技術的安全措置の改善・向上に努めたほか、特に近時注目を

集めている人的安全措置については、年11回の研修を行い、役員からパートまでを含めた全従業員や委託業者を対象に実効性のある対策を実
施しております。

２．会計監査人・弁護士等その他第三者の状況

会計監査人は、アーク有限責任監査法人を選任しており、通常の会計監査を受けるほか、種々の経営上の課題等について助言と指導を受けてお
ります。

また、梶谷綜合法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会、監査等委員会、コンプライアンス担当、監査室および会計監査人ならびに顧問弁護士と連携を持ちながら、業務の意思決定と
リスク管理、コンプライアンスの徹底および内部統制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会の開催日の21日前に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 直近の定時株主総会（第65期）は2024年6月21日に開催しております。



電磁的方法による議決権の行使 2022年6月開催の定時株主総会から導入しております。

その他
招集通知の内容につきまして、招集通知の発送前にＴＤｎｅｔおよび当社ホームページで電
子的に公表しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
第65期第2四半期決算、第65期決算の説明会および会社説明会は、当社ホー
ムページで動画を配信する形式で実施し、当社の事業概要、中期戦略などに
ついて説明しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第65期第2四半期決算、第65期決算の説明会および会社説明会は、当社ホー
ムページで動画を配信する形式で実施し、当社の事業概要、中期戦略などに
ついて説明しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに、適時開示情報、決算情報、有価証券報告書、株主総会

関連資料、会社説明会資料を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 担当部署（経営企画室）

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の、内部統制システムの構築およびその整備状況は以下のとおりであります。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

企業理念に基づいた「企業行動指針」、「コンプライアンス規程」、「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」、
「個人情報保護マネジメントシステム規程」を遵守し、取締役の職務の執行の状況については、取締役会が監督し、監査等委員会が監査・監督を
行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

情報の保存、管理は「文書取扱規程」に則り行うものとし、いつでも閲覧可能な状態を維持する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

情報漏洩、コンプライアンス等に係るリスク管理については責任管理部門を定め、「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」、「個人情報保護マ
ネジメントシステム規程」、「ＩＳＭＳ管理規程」、「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」を遵守し、研修の実
施等を行う。また、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には速やかに対応ができるように責任者を定める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は重要事項の意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の業務執行状況を監督する。経営会議に対し必要な指示を行う。

経営会議は、取締役会の決定や方針を各部門に指示し具体策を立案する。通常事項については迅速かつ適切な業務執行を行い、重要事項や異
例事項については取締役会に報告しその指示を得る。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

企業理念に基づいた「企業行動指針」、「コンプライアンス規程」、「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」、
「個人情報保護マネジメントシステム規程」を遵守し、業務運営の状況については監査室が内部監査を行う。

６．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項

当社の子会社の取締役等が、随時、当社の取締役会に出席し、業務の執行に係る事項の報告を行うものとする。

７．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の定める「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」、「個人情報保護マネジメントシステム規程」、「ＩＳＭＳ管理規程」、「インサイダー情報等
の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」を子会社において準用する。また、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合には速や
かに当社と連携し、対応する。



８．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の子会社の取締役が、通常事項については迅速かつ適切な業務執行を行い、重要事項や異例事項については当社の取締役会に報告しそ
の指示を得るものとする。

９．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社の定める「企業行動指針」、「コンプライアンス規程」、「インサイダー情報等の管理及びインサイダー取引の未然防止に関する規程」、「個人情
報保護マネジメントシステム規程」を準用し、業務運営の状況については当社の監査室が監査を行う。

１０．監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員である取締役の職務を補助する組織を監査室とする。

１１．上記１０の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査室に関する人事異動、組織変更等の最終決定は監査等委員会の同意を得るものとする。

１２．監査等委員である取締役の上記１０の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査等委員である取締役と監査室は、相互に監査結果を報告し、意見交換を行うとともに、定期的に開催される監査等委員会などを通じ
て監査等委員である取締役に対してサポートするものとする。

１３．当社グループの取締役等並びに使用人が監査等委員である取締役に報告をするための体制

当社グループの取締役並びに使用人が監査等委員である取締役に報告すべき事項、その他の監査等委員である取締役への報告すべき事項と
して下記の事項を報告するものとし、すみやかに報告を行うものとする。

・当社グループに著しい損害及び不利益を及ぼすおそれのある事実。

・当社グループの取締役等の職務遂行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性若しくは発生した場合は、その事
実。

１４．監査等委員である取締役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、「企業行動指針」に基づき、法令に準拠した体制を確保するものとする。

１５．監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債
務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員である取締役の監査に係る諸費用については、監査の実効性を担保するために必要な予算を設けるとともに、監査等委員である取締
役より費用の申請があった場合は、経理部門で確認のうえ支払うものとする。

１６．その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員である取締役の職務を補助する組織を監査室とし、また、監査室が独自に行う内部監査の結果を監査等委員である取締役に報告し
相互連携を図るものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況は以下のとおりであります。

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は「企業行動指針」において、『社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、毅然とした対応を行う』旨を定めてお
ります。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況

・反社会的勢力に対する基本方針を「企業行動指針」に明記するとともに、具体的な対応策については「反社会的勢力による不当要求対応マニュ
アル」を作成し、全社員に周知徹底を図っております。

・当社では、不当要求対応部署を設置しており、事案の発生時には関係行政機関や顧問弁護士との緊密な連携・連絡の上、すみやかに対応でき
る体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



株 主 総 会

選任・解任

取締役会

監査等委員会

選任・解任

選任・解任

会計監査人

監査結果報告、意見交換

株主総会に提出する
選任議案等の内容の
決定

顧問弁護士

助言、指導

代表取締役社長

選定・解職・
監督

報告

監査室
（内部監査）

各本部／部門
／関西支社

業務監査

監査･監督

（業務執行組織）

追加の監査・改善策
策定の指示
内部統制適切性
の確認

内部監査計画の
報告
監査結果報告
意見交換

意見交換

会計監査
監査結果報告
監査立会い

当社のコーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。（2024年12月12日現在）

内部統制委員会

マネジメントシステム推進委員会

監査等委員である
取締役 3名

(うち、社外取締役 2名)

監査等委員でない
取締役 4名

報告

報告

監査報告
監査等委員でない取締役の指名・
報酬について意見陳述

監督・指示

リスク・コンプライアンス委員会

報告

社会貢献活動推進委員会



会社情報の適時開示に係る社内体制図

取締役・管理本部・その他各部門・支社・子会社

経営企画室・総務部・経理部 （各種会社情報の取りまとめ）

各種情報

経営企画室・総務部・経理部の部門長の承認

代表取締役の承認
(注）緊急時若しくは代表取締役と連絡が取れない場合は、別途定

めた順序により他の取締役に報告し、承認のうえ開示。

会計監査人
顧問弁護士

（必要に応じ適宜、
助言・検証を得る）

証券取引所／関東財務局

※１：報告の内容は、①当該事象が開示対象であるか否か②開示ドラフト案の内容、の２点について行う。
※２：決定事実・決算情報については、開示に対する承認を代表取締役が行い、取締役会での決議を経た

うえで開示。発生事実については、代表取締役の承認を経たうえで開示。
以 上

①経営企画室・総務部・経理部担当者による開示対象か否かの判断
②経営企画室・総務部・経理部担当者による開示ドラフトの作成

※1 （報告）

経営企画室・総務部・経理部担当者

開示・提出手配

※1 （報告）

：決定事実
：決算情報

：発生事実
取締役会の決議

※２（承認）
（付議）

※２（承認）

管理本部長の承認

※1 （報告）



候補者

番　号
氏名 企業経営 財務会計 営業戦略

事 業 ・

技術戦略

品質管理

情報セキュリティ

リスク管理

コンプライアンス

ＥＳＧ

サステナビリティ

取

締

役

１ 山本克彦 〇 〇 〇 〇 〇

２ 上林　晋 〇 〇 〇

３ 金沢　潤 〇 〇 〇 〇

４ 橋本竜毅 〇 〇 〇 〇

監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役

丹野浩二 〇 〇 〇 〇

梶谷　篤 ( 独 立 社 外 ) 〇 〇 〇

柿尾正之 ( 独 立 社 外 ) 〇 〇 〇

（ご参考）取締役会のスキル・マトリックス

本株主総会の第３号議案が原案どおり承認可決された場合のスキル・マトリッ

クスは、以下のとおりであります。

（注）上記一覧表は、各人に特に期待される項目を記載しており、各人の有する

全ての知見や経験を表すものではありません。
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